
事 務 連 絡 

平成２８年３月２３日 

 

関 係 団 体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局保険課 

 

 

                   

入院時食事療養費における標準負担額の見直しにかかる 

周知用ポスターの送付について 

 

 

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

平成28年４月１日より、入院時食事療養費における標準負担額が段階的に見

直されることに伴い、別添のポスターを作成いたしましたので、関係者に対し

周知を図られますようお願いいたします。 

なお、ポスターは下記の厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、

関係者各位においてダウンロードの上印刷していただき、適宜御利用ください

ますよう、併せて周知願います。 

 

 

記 

 

 

厚生労働省ホームページ 

『平成28年４月から 入院時の食費の負担額が変わります』 

（ＵＲＬは以下のとおり） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117203.html 

 

上記ページの中の、『平成28年４月１日から入院時の食費の負担額が変わり、

新たに調理費の負担が追加されます』に、ＰＤＦ及びPowerPoint形式で掲載し

ております。 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117203.html


（関係団体一覧） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康福祉機構本部 御中 

 

 
 



厚生労働省

平成２８年４月１日から
入院時の食費の負担額が変わり、

新たに調理費の負担が追加されます

※ ②、③に該当する方は、加入されている医療保険の保険者が発行する減額認定証を、

被保険者証等に添えて医療機関の窓口に提出してください。

負担額が上表中の金額に減額又は据え置かれます。

・ 平成２８年４月１日から、入院時の食事代について、

健康保険法等の規定に基づき、これまでの食材費相当額に加え、

新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくこととなりました。

・ ただし、住民税非課税世帯の方や、指定難病、小児慢性特定疾病の

患者の方などの負担額は据え置かれます。

詳しくは、現在加入されている医療保険の保険者（健康保険組合、全国健康
保険協会、市町村（国民健康保険、後期高齢者医療制度）、国民健康保険
組合、共済組合）までお問い合わせください。

区分
平成28年

3月31日まで
平成28年

4月1日から
平成30年

4月1日から

① 一般の方 ２６０円 ３６０円 ４６０円

②
住民税非課税

の世帯に属す
る方（③を除く）

２１０円

③
②のうち、所得
が一定基準に
満たない方など

１００円

〔入院時１食あたりの負担額〕

負担額の引き上げは行いません

負担額の引き上げは行いません


